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元気に育て！余市川に鮎の稚魚放流元気に育て！余市川に鮎の稚魚放流

　▲ 山形県小国川産の稚鮎約１万３，０００匹を余市川に放流（６月１３日・余市郡漁業協同組合鮎部会）　
地域の生態系保全や鮎資源の回復、そして夏の鮎釣りに向けた種苗の確保を目的として行われました。　



〈2025. ⑦広報よいち　2〉

７月１日 開町記念日
令和７年度 余市町表彰式・叙勲者賀状贈呈式挙行

令和７年度の余市町功労者および貢献賞の各受賞者が決定しました。
　受賞者は、多年に亘り郷土の発展に尽くされた方々等の中から、余市町表彰審議委員会の厳正な審議の結果、
決定されました。
　本年度は、功労者３名、教育文化貢献賞１名、社会貢献賞３名、産業貢献賞１名、公益貢献賞１名２団体の
方々がその栄誉に輝かれました。
　７月１日の「開町記念日」に中央公民館において、各受賞者の表彰式と併せて、令和６年秋の叙勲１名、高
齢者叙勲３名、第４３回危険業務従事者叙勲１名に対する賀状贈呈式を行います。

　多年に亘り本町地域経済
の振興に尽力せられ町勢の
進展に寄与されました。

　多年に亘り本町地域医療
の振興に尽力せられ町勢の
進展に寄与されました。

　多年に亘り本町地域農業の
振興発展に尽力せられ町勢の
進展に寄与されました。
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【功労者】

現　余市商工会議所 副会頭 元　一般社団法人余市医師会 会長 現　余市町農業委員

　多年に亘り本町教育文化
の発展に貢献されました。
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【教育文化貢献賞】

元　余市美術協会 会長

　多年に亘り本町社会福祉の増進に貢献されました。
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現　余市地区保護司会 顧問
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現　民生委員・児童委員

　多年に亘り本町地域経済
の振興に貢献されました。
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現　余市商工会議所 常議員

遠
えんどう

藤 昭
しょうじ

二　氏
【公益貢献賞】

元　北後志消防組合
余市消防団団長

寄附を通じて本町公益事業に貢献されました。
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札幌

木村情報技術
株式会社

　多年に亘り教育業務を通じ
国勢の強化に尽力された功績
により瑞宝双光章を受章され
ました。
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【令和６年 秋の叙勲】

寄附を通じて本町公益事業
に貢献されました。
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　多年に亘り教育業務を通じ国勢の強化に尽力された功績により
瑞宝双光章を受章されました。
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【令和６年度 高齢者叙勲】
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【第４３回 危険業務従事者叙勲】
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　多年に亘り警察業務を通じ
国勢の強化に尽力された功績
により瑞宝双光章を受賞され
ました。

投票できる方
・平成１９年７月２１日以前に生まれた満１８歳以上の方
・令和７年４月２日以前に余市町に転入の届出（住民登録）をした方で、引き続き余市町にお住まいの方
投票所入場券
　投票所入場券は、選挙人名簿に記載されている住所に郵送されますので、記載されている投票所を確認し、
投票の際にお持ちください。
不在者投票
　仕事などのため、投票日当日に投票所で投票できない方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票
をすることができます。不在者投票を希望される方は、あらかじめ、余市町選挙管理委員会に投票用紙の請求
が必要となります。
郵便等による不在者投票
　身体に障がいがあり投票所へ行くことができない方は、自宅で投票用紙に記入し、郵便で投票する制度があ
ります。事前に選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
選挙公報
　各区会を通じて、各世帯に選挙公報をお配りします。
　また、中央公民館、図書館、福祉センター、総合体育館にも配置します。
その他
　選挙に関する情報は町ホームページをご覧ください。

　問合せ　選挙管理委員会　☎ ２１－２１３４

期日前投票所 期日前投票ができる期間および時間

余市町役場　  １階ロビー ７月４日（金）～７月１９日（土）　 ８：３０～２０：００

イオン余市店　２階催事場 ７月１５日（火）～７月１９日（土）９：００～２０：００

期日前投票
　投票日（７月２０日）前に投票できる制度です。
　下表のとおり、余市町役場のほかに、イオン余市店（一部期間のみ）でも投票ができます。

※投票入場券が届いている方は、ご持参ください。

ホームページ

第２７回 参議院議員通常選挙
投・開票日　 ７月２０ 日   （日）７：００～１９：００

～今回の選挙から投票時間を１時間短縮します～



　町では長引く物価高騰による家庭への経済的影響を緩和するとともに、家庭内消費が減少傾向にある主食用
米の需要喚起を図るため、町独自のお米クーポン券を発行し、町内全世帯を対象に配付します。
配付対象：全世帯（令和７年７月１日時点で余市町の住民基本台帳に記載された世帯主）
配付方法：７月中旬より郵送します。
　　　　　対面受取を条件とした発送（ゆうパック）となりますので、ご協力お願いします。
配 付 額 ：町内店舗で利用できるお米クーポン券２，０００円分（１世帯につき１枚）
適用可能な商品：食用として流通する精米・玄米・ご飯パック（主食用米）
　　　　　　　　※お米を使用した弁当や総菜、餅、煎餅、日本酒（みりんを含む）などは対象外となります。
利用方法：余市町お米クーポン券取扱店舗にて主食用米の購入時にレジ・会計へお渡しください。
　　　　　クーポン券を利用する場合、裏面に利用者氏名の記載が必要です。
　　　　　（記載する氏名は世帯主に限らず、クーポン券を実際に利用
　　　　　する方の氏名を記載してください）
　　　　　利用者氏名の記載がないクーポン券は使用できません。
利用可能店舗：取扱店舗証を掲示しているお店でご利用できます。
　　　　　　　取扱店舗一覧は、クーポン券に同封するチラシをご確認
　　　　　　　ください。
利用可能期間：８月１日（金）～１２月３１日（水）

　問合せ　政策推進課 政策推進係　☎２１－２１１７

余市町お米クーポン券を配付します

▲ 取扱店舗証

お米を取り扱う町内の事業者様へご案内
　町では、クーポン券をお取り扱いいただける店舗を募集しています。ご協力いただける事業者様は以
下により申込みください。
取扱店舗登録条件：
①町内に主食用米を取り扱う小売店舗を有していること。
②取扱店舗マニュアルを確認のうえ、余市町お米クーポン券取扱店舗参加申込書を提出していること。
※取扱店舗マニュアルおよび余市町お米クーポン券取扱店舗参加申込書は、
　町ホームページよりダウンロードしてください。
参加申込書提出先：政策推進課政策推進係
　詳しくは町ホームページをご確認ください。

ホームページ

地域産業支援補助金事業

地域産業を支援するため、令和７年度に以下の補助金事業を実施します。
①生産基盤持続化整備事業補助金
　特定果樹の持続発展に向けた生産基盤の整備や気候変動対策、加工設備導入を支援します。
対　象：町内農業経営体・醸造免許取得者
②来訪者受入環境整備事業補助金
　観光や滞在を促進するため、看板・駐車場・直売所など来訪者を迎える環境整備にかかる費用の一部を補助
します。
対　象：町内農業・漁業経営体
募集締切：①②ともに１０月３１日（木）
※予算上限到達で早期終了の可能性あり。令和８年１月末までに設備納品・支払い完了が必要。
　詳しくは町ホームページでご確認ください。

　問合せ　政策推進課 政策調整係　☎２１－２１１７

生産基盤持続化整備事業
補助金

来訪者受入環境整備事業
補助金
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開催日程：７月５日（土）　１０：００～１７：００　※１日開催
会　　場：ＪＲ余市駅横特設会場（バスレーン、黒川第２町営駐車場）

ソーランお祭り広場

〇はたらく車コーナー（中止の場合あり）
・消防車乗車体験、写真撮影
　10：00～12：00　
  協賛：余市消防署
・高所作業車の乗車体験（対象４～１５才）
　12：30～16：30
　ＥＶ（電気自動車）見学コーナー
　協賛：ほくでんネットワーク

○子ども向け出店（協賛行事）
・地域おこし協力隊：輪投げ、お菓子すくい等
・母親クラブ：スーパーボールすくい、ヨーヨー釣り等
・余市紅志高校：フルーツ、ジャム等販売

○子育て応援コーナー 
・子育て世帯に優しいエリア・お子様連れ優先飲食席
　授乳室、おむつ交換場所、おむつ専用ゴミ箱等
・健康チェックコーナー（明治安田生命）

ステージ　タイムスケジュール
10：30 ～ 10：50 旭中学校吹奏楽部 演奏

11：00 ～ 11：20 東中学校吹奏楽部 演奏

12：10 ～ 12：30 正調ソーラン沖揚げ音頭保存会 披露

12：35 ～ 12：55 ＦＡＮＳＹ「北しりべしキャラステージ」

13：00 ～ 13：30 極真会館野中道場余市道場 空手演武

14：00 ～ 14：30

ソーラン踊り（輪踊り）
・未就学児（町内保育所、幼稚園児）
・小学生、一般参加
★ソーラン太鼓 演奏（少年団、保存会）
★ソーラン節生 演奏（新岡篁督会）

15：00 ～ 15：15 よさこいソーランチーム「旗翆（きすい） 」演舞

15：30 ～ 16：30
北海ソーラン太鼓少年団 演奏
北海ソーラン太鼓保存会 演奏

子どもわくわく広場
〇はたらく車コーナー（中止の場合あり）

※内容・時間は変更になる場合があります。
※今年の北海ソーラン祭りでは「花火大会」は開催しません。

主　催：北海ソーラン祭り実行委員会（開催当日の問合せは、余市観光協会へ）
事務局：余市町商工観光課　☎２１－２１２５　余市商工会議所　☎２３－２１１６
　　　　余市観光協会　☎２２－４１１５

各種飲食店舗 出店
10:00～19:00

余市の海の幸、山の幸を使った
「余市のグルメ」が

楽しめる！

＜協賛行事＞
・文化財施設 特別無料公開
　７月５日（土）9：00～16：30
　よいち水産博物館、旧余市福原漁場
　旧下ヨイチ運上家、フゴッペ洞窟
・余市宇宙記念館 特別無料公開
　７月５日（土）、６日（日）9：00～16：00

　問合せ　北海ソーラン祭り実行委員会（商工観光課内）　☎２１－２１２５

・母親クラブ：スーパーボールすくい、ヨーヨー釣り等
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新道の駅用地への土砂運搬

　新たな道の駅再編整備事業において、新たな道の駅用地へ土砂運搬のため、ダンプトラック等の運搬車両が
走行しています。
　住民の皆さんへは大変ご迷惑をおかけしますが、運搬時には
制限速度を厳守し、騒音、振動、ほこり等の対策をしながら安
全に十分配慮しますので、ご理解ご協力をお願いします。
期　間：令和７年９月下旬運搬終了予定
※運搬は土曜日、日曜日を除く月曜日～金曜日（祝日含む）に
　行います。 
時　間：８：００～１７：００
経　路：余市町クリーンセンター（豊丘町８５０）～
　　　　　　　　　　新道の駅用地（黒川町６７５番地１ほか）
トラック台数：１日当たり約１４４台
　　　　　　　（トラック８台が９往復程度の通行を見込んでいます）

　問合せ　土砂運搬作業に関して
　　　　　【受注者】和田建設工業株式会社（大川町１５丁目６番地１）　☎２２－６６８８
　　　　　商工観光課 道の駅再編グループ　☎２１－２１２５

【ＪＡよいちからのお知らせ】農業者の皆さんへ
　　ぶどう「晩腐病」防止に向けた薬剤購入支援対策

　問合せ　ＪＡよいち（営農課）☎２３－３１２１　　農林水産課 農政振興係　☎ ２１－２１２３

　近年の気候変動の影響と考えられる、ぶどう「晩腐病」の被害が顕著に増加しています。そのため、この度、
ぶどう「晩腐病」による農業被害を防止することを目的とした防除薬剤購入支援対策を実施します。
　本事業に参加を希望される方は、下記内容をご確認のうえ、参加申込書を期日までに提出してください。
補助対象要件（基本事項）
・町内に住所を有する者であって、町内において営農をする経営体
・令和７年４月１日から令和７年９月３０日までに購入した薬剤で、１１月末日までに支払済みのもの。
・ぶどうの晩腐病に登録のある薬剤であること。（令和７年度防除の手引きに掲載の薬剤のみ）
・令和７年産のぶどう「晩腐病」の防除に対して散布した薬剤であること。（生産履歴記帳簿の提出は必須）
・ぶどうの植栽面積を記載すること。（事業参加申込書提出時に記入して提出）
※植栽面積から散布に必要な薬液量および薬量を算定し対象事業費とします。
※必要薬液量の算定根拠は１０ａ当たり散布量２００ℓとします。
助成対象薬剤
・令和７年度「農作物病害虫防除」および「除草剤使用」の手引きに「ぶどう晩腐病」の薬剤として記載され
ているものに限ります。詳細はＪＡよいちホームページを参照してください。
補助率
・生食用、醸造用専用種それぞれの予算枠の範囲内にて按分します。
申請受付
・提出期日：７月３１日（木）期日厳守
・提出書類：令和７年度 ぶどう「晩腐病」防止に向けた薬剤購入支援対策事業参加申込書
　　　　　　※今回は申込みの受付申請のみとなっています。
　　　　　　　防除については今後も継続されて行くことから、実績報告については、秋以降に事業参加申込
　　　　　　　者へ直接、ご案内します。
・提出場所：ＪＡよいち　営農課
　関係書類はＪＡよいち（営農課）の窓口、またはＪＡよいちホームページよりダウンロードのほか、役場農
林水産課でも受け取れます。

ＪＡよいち
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健康保険証・資格確認書の有効期限

国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方のお手元の健康保険証・資格確認書の有効期限は、
７月３１日（木）で満了となり、使えなくなります。有効期限経過後は各自で適切に裁断してください。
　従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。
　８月１日（金）からは、マイナ保険証か資格確認書で医療機関・薬局にて受付をしてください。

①国民健康保険に関すること

　問合せ　保険課 医療係　☎２１－２１２１

〇８月から使用する限度額適用証（限度額適用・標準負担額減額認定証）の申請を受付します。
　８月１日（金）から使用する認定証の申請を７月１日（火）から受付します。また、現在交付を受けている
方もお持ちの認定証の有効期限が７月３１日（木）までとなります。８月以降も必要な場合は更新が必要にな
りますので、保険課医療係まで申請してください。

②後期高齢者医療保険に関すること

〇新しい資格確認書を７月上旬より順次発送します。
　後期高齢者医療制度に加入する皆さんには、マイナ保険証の有無に関わらず、申請なしで令和８年７月
末まで使用できる「資格確認書」をお届けします。８月からは今回郵送する黄緑色の資格確認書をご利用
ください。
　マイナ保険証での受付が難しい方でも、「資格確認書」で医療を受けられますので、ご安心ください。

〇限度額適用認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）は発行されなくなります。
　現在ご使用の認定証の有効期限が７月３１日（木）をもって満了となるため、８月からはご使用いただけま
せん。これまで認定証をお持ちの方は、今回送付する資格確認書の限度区分発行期日の欄に区分が記載されて
いますので、８月になりましたら、資格確認書を医療機関窓口に提示するだけで高額療養費制度における限度
額を超える支払が免除されます。
　新しく資格確認書に限度区分の記載を希望される方は申請が必要ですので、保険課医療係までお越しくださ
い。　

重度心身障がい者、ひとり親家庭等、子どもの各医療費助成を受給している方がお持ちの受給者証の有効期
限が７月３１日（木）をもって満了となります。８月から使用いただく受給者証を７月下旬に郵送します。
　なお、助成区分は令和７年度の世帯の町・道民税の区分で決定されます。受給者の方で所得申告をされてい
ない方は、至急手続きをお願いします。

〇次のいずれかを７月中旬より順次発送します。
・資格確認書
　マイナ保険証をお持ちでない方が、引き続き保険診療を受けられるよう、申請不要で資格確認書を交付
します。これまでの保険証と同様に、医療機関に提示することで保険診療が受けられます。
・資格情報のお知らせ
　マイナ保険証をお持ちの方には、被保険者資格などを簡易に把握できるよう、資格情報のお知らせを交
付します。
　資格情報のお知らせは、マイナ保険証の読み取りができない医療機関などで、マイナ保険証と併せて提
示することで受診が可能となります。大切に保管してください。
※マイナ保険証を使っている方はそのままお使いください。
※マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナ保険証での受付が困難な方は、申請で資格確認書を取得できま
　す。
※お手元の健康保険証の有効期限内に、ご自身がマイナ保険証をお持ちかどうか、ご確認ください。

医療費助成のお知らせ（北海道医療給付助成事業の受給者の皆さんへ）

マイナ保険証（厚生労働省ホームページ）

①②国民健康保険・後期高齢者医療保険に関すること

〇限度額適用認定証の提示が不要になります。
　マイナ保険証を利用すれば事前に手続きが必要なく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免
除されます。申請の必要もなくなりますので、ぜひご利用ください。
〇新しい資格確認書または資格情報のお知らせが７月末になっても届かない場合は保険課医療係までご連
絡ください。
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家族介護教室の開催

　申込み・問合せ　保険課 介護保険係　☎２１－２１１９

地域で暮らす介護が必要な方と、そのご家族を支えるために、町民の介護知識の普及などを目的とした、家
族介護教室を開催します。ご家族を介護されている方だけでなく、どなたでも参加できます。
内　容：自立につながる介助の方法 ～介護負担を減らす工夫～
講演者：社会医療法人　製鉄記念室蘭病院　訪問リハビリテーションセンター
　　　　所長・理学療法士　村

むらおか

岡 洋
ようへい

平　氏
日　時：７月２９日（火）　１３：００～１４：３０
場　所：中央公民館３階　３０１・３０２号室
対　象：余市町にお住まいの方
参加費：無料
その他：電話にて事前に申込みください。
　　　　簡単な介助体験もありますので、動きやすい服装でお越しください。

〇国民年金保険料の「納付免除・納付猶予制度」について
　「納付免除・納付猶予制度」は、収入の減少や失業など、経済的な理由で保険料を納めることが難しい場合に、
支払いを「免除」または「猶予」することができる制度です。
　この制度を利用することで、将来の老齢基礎年金や、万一の事故・病気により障害を負った場合の障害基礎
年金などの各種年金の受給資格期間（＝年金を受け取るために必要な期間）を確保することができます。
・免除制度（全額免除・一部免除）
　本人、配偶者、世帯主それぞれの所得が基準額以下の場合に、保険料が全額免除または一部免除されます。
・納付猶予制度
　５０歳未満の方で、本人と配偶者それぞれの所得が基準額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。ま
た、学生納付特例と同様に、猶予された保険料は１０年以内に納めること（追納）で年金額に反映させること
ができます。

国民年金に関するお知らせ

〇将来の老齢基礎年金等への反映比較表

老齢基礎年金 障害・遺族基礎年金
（受給資格期間への算入）受給資格期間への算入 年金額への反映

納付 ○ 〇 ○

全額免除 ○ 　　　 〇（※２） ○

一部免除（※１） ○        〇（※２） ○
納付猶予

学生納付特例
○ × ○

未納 × × ×

　問合せ　福祉課 福祉係　☎２１ー２１２０　　小樽年金事務所国民年金課　☎ ０１３４ー３３ー５０２６

（※１）一部免除の承認を受けた場合は、残りの保険料を納めることが必要です。
（※２）免除の承認を受けた期間および免除区分によって、反映される年金額が変わりますので、ご注意ください。

〇免除等の申請受付
　令和７年度分（７月～令和８年６月分）は、７月１日（火）から申請受付を開始します。

マイナポータルサイト

　令和４年５月１１日より、国民年金第 1号被保険者の資格取得・種別変更、保険料免除・納付猶予申請およ
び学生納付特例申請について、マイナポータルを利用した電子申請が開始されました。また、マイナポータル
とねんきんネットをつなげることで、ご自身の年金記録の確認や将来の年金見込額を試算することができます。
詳細はマイナポータルサイトをご覧ください。
　※最初にマイナポータルの「利用者登録」が必要になります。

マイナンバーカードを使って国民年金手続きの電子申請ができます



町営住宅入居申込みを受付します

　申込み・問合せ　まちづくり計画課 公営住宅係　 ☎２１－２１２４

収入基準 収入月収が 158,000 円以下であること（裁量世帯は 214,000 円以下）
収入月収の計算方法 （世帯の年間所得額 － 世帯の控除額の合計）÷ 12 か月 ＝ 収入月収

※入居申込みは、４月、７月、１０月の年３回募集受付しています。

団地名 建設年度 所在地 形式 戸数 備考 (入所要件）
大浜中団地 昭和６２年度 栄町４５８番地 ３ＬＤＫ ３
黒川中央団地 昭和６２年度 黒川町６丁目４番地 ３ＬＤＫ １

共栄団地

昭和５６年度 黒川町１７丁目４番地１

３ＬＤＫ

２

昭和５７年度 黒川町１７丁目３１番地１ ２
黒川町１７丁目３１番地２ １

昭和５８年度 黒川町１７丁目４番地１ ２

黒川団地 平成３年度 黒川町８８０番地
３ＬＤＫ 1
２ＬＤＫ １
２ＤＫ 1 高齢者等世帯向

美園団地Ａ棟 平成７年度 美園町１６番地
２ＬＤＫ １ 高齢者等世帯向
３ＤＫ 1
２ＤＫ 1 高齢者等単身向

美園団地Ｂ棟 平成１１年度 美園町２０番地２
２ＬＤＫ １ 身障者世帯向

２
３ＤＫ 1
２ＤＫ １ 高齢者等単身向

白樺団地
昭和４９年度

山田町３２番地

２ＤＫ ４
単身可３ＤＫ ２

昭和５０年度 ２ＤＫ １
３ＤＫ ５

余市川団地 昭和５５年度 山田町１０８番地６
３LＤＫ ４
３ＤＫ ４

山田団地
昭和５３年度

山田町３９２番地１ ３ＤＫ
１３

昭和５４年度 ２ 高齢者等単身向
昭和６１年度 山田町３９３番地 ３ＬＤＫ ５

沢町団地 昭和５４年度 沢町４丁目５０番地 ３ＤＫ ３

中町団地 昭和５９年度
富沢町１２丁目２１番地

３ＬＤＫ
２

富沢町１２丁目２２番地
１ 高齢者等単身向
２

梅川団地 昭和５２年度 梅川町３７６番地３ ３ＤＫ １４

〇入居資格者【以下の①～⑦をすべて満たす方】
①現在、町内に住所または勤務先のある方。
②２人以上の家族で入居する方。
　（条件を満たしている方は、特定の住宅に限り単身入居可能）
③申請時と入居時に連帯保証人がいる方。（連帯保証人は原則として町内在住の方）
④町に納付する税金および公課金を滞納していないこと。（連帯保証人も同様）
⑤定められた収入基準であること。　※下部、「入居可能収入」参照
⑥入居時に敷金を納入できる方。（決定家賃の２か月分）
⑦申込者（同居する者を含む）が暴力団員でないこと。
申込期間：７月１日（火）～１４日（月）※先着順ではありません。
入居決定：７月下旬（余市町営住宅入居者選考委員会にはかり、入居者を決定します。）
〇募集団地概要

※単身可と高齢者等単身向は、入居者が６０歳以上の方等で単身者の方が対象となります。
※高齢者等世帯向は、入居者と同居者がいずれも６０歳以上の方等が対象となります。
※身障者世帯向は、入居者または同居者が身体障がい者であり、かつ、肢体不自由者で車いす使用者の方が対
　象となります。
※第２希望まで申込み可能です。
※申込期間までに募集団地が追加される場合があります。

〇入居可能収入

（令和７年６月１日現在）

※裁量世帯は、世帯全員が６０歳以上の方、障がいがある方、小学校就学前の子どもがいる方等が対象です。
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　公開請求は１１件あり、その内訳は以下のとおりです。

　問合せ　総務課 総務係　 ☎２１－２１１１

番号 請求内容 決定内容

１
２０１９年度に入札により発注したすべての案件名、入札日、全ての入札社名、入札金額、
落札者

公開

２ 道の駅再編整備計画に関する協議記録 部分公開

３ 栄町１０２０番地１の地点に係る標準宅地調書および鑑定評価書 部分公開

４
①令和３年度公募時の指定管理者の事業計画書・収支計画書（提案書）
②平成３０年度から令和４年度の事業報告書・収支報告書

①部分公開
②部分公開

５ 令和３年度の総合体育館および運動公園に係る指定管理者選考委員会の会議録 公開

６
令和６年度町営住宅共栄団地屋根葺替・外壁塗装改修工事（３・４号棟）の設計内訳書
の写し

公開

７ 放課後児童クラブ改修工事の設計内訳書 公開

８
①地番が載った図面で、２０２３年中の登記異動修正済みのもの
②２０２４年１月時点の路線価図

①公開
②公開

９ 地番が載った図面で、２０２３年中の登記異動修正済みのもの 公開

１０
①コロナワクチンが始まってから（２０２１年２月から）２０２４年３月までの全死亡
事例の「年齢、性別、死亡日、接種日、ロット番号」を揃えたデータ
②余市町で打たれたコロナワクチンのメーカーロット番号別接種回数のわかるデータ

①不存在

②公開

１１ 令和６年度公共下水道余市下水処理場電気計装設備更新工事の設計書 公開

※決定内容に対する不服申立ては、ありませんでした。

令和６年度 余市町情報公開条例の運用状況の公表

北海道新幹線（新青森・札幌間）環境影響評価書に基づく
　　　　　　　　　　　　　　　　事後調査等報告書の公表

　北海道新幹線の建設主体である独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、「北海道新幹線（新青森・
札幌間）環境影響評価書（北海道）平成１４年１月」に基づく事後調査等報告書（新函館北斗・札幌間）（令
和７年３月）を、以下のとおり公表します。
事業者名称：独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構　代表者 理事長 藤

ふ じ た

田 耕
こうぞう

三
事業者住所：神奈川県横浜市中区本町６丁目５０番地１
対象事業名称：北海道新幹線（新青森・札幌間）
対象事業種類：新幹線鉄道の建設に係る事業
事後調査等地域範囲：新線建設の沿線市町村
　北斗市、厚沢部町、八雲町、長万部町、黒松内町、蘭越町、真狩村、豊浦町、ニセコ町、倶知安町、仁木町、
　赤井川村、余市町、小樽市および札幌市
閲覧期間：７月１日（火）～７月２９日（火）の平日９：００～１７：００
閲覧場所：独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構北海道新幹線建設局および同北斗建設事務所、同八
　　　　　雲建設事務所、同長万部建設事務所、同後志建設事務所（ニセコ）、同後志建設事務所（倶知安）、
　　　　　同小樽建設事務所、同札幌建設事務所（札幌西）、役場政策推進課窓口を含む新線建設の沿線市町
　　　　　村役所ほか

　問合せ　政策推進課 政策推進係　☎２１－２１１７

５月１日～５月３１日の本町の空間放射線量率は「平常レベル」でした。
（最高値：４３ｎＧｙ /ｈ、最低値：３６ｎＧｙ /ｈ、平均値：３７ｎＧｙ /ｈ）※平常時は１０～６０ ｎＧｙ / ｈ程度

余 市 町 の 空 間
放 射 線 量 率



水道課からのお知らせ

〇受水槽の清掃はお済みですか？
　水道メータから先の受水槽や給水設備の維持管理は、設置者または管理者が行うことになっています。
　水道法では、受水槽の有効容量が１０㎥を超えるもののみ、管理状況の検査の受検を義務づけていますが、
町では、安心して水を使用していただくために有効容量が１０㎥以下の小規模な受水槽についても自主的に１
年に最低１回以上清掃するよう定めています。
　まだ受水槽の清掃がお済みでない方は、ぜひこの機会に点検・清掃をお願いします。
〇漏水調査にご理解とご協力を！
　本年度も昨年度に引き続き、公道部分ではなく各家庭に引き込んでいる給水管の漏水調査を実施していま
す。本年度は、大川町・黒川町を対象としています。
　調査は、町が委託した（株）管路診断が行います。受注者は町発行の身分証を携帯しています。訪問時の言
動が疑わしい等不審な点がある場合、身分証をご確認ください。委託期間は１２月上旬までの予定となってい
ますので、ご理解とご協力をお願いします。
〇水道メータ取替工事について
　法令に基づき有効期限が満期となる水道メータの交換を実施しています。
　通常の交換にかかる費用については、お客様の負担はありません。ただし、メータ設置後にその上に支障物
件を設置したり、アスファルト舗装で止水栓を覆ってしまった場合など、特別な作業を必要とする場合にはお
客様の負担となることがあります。
　受注者は町発行の身分証を携帯しています。訪問時の言動が疑わしい等不審な点がある場合、身分証をご確
認ください。工事期間は年内の予定となっていますので、ご理解とご協力をお願いします。
〇建物解体の際は『水道メータ』を返却してください！
　『水道メータ』（建物の壁に設置しているメータおよび地下に埋設されているメータ本体）は、水道料金算定
のために水道課が各家庭に設置しているものです。水道を使用していた建物を解体する場合、水道課設置の『水
道メータ』は水道課に返却しなければなりません。
　最近、建物解体に伴い、水道メータの紛失や漏水の原因とな
る不適切な処理が発生しています。建物の解体を行う場合は、
必ず「余市町指定給水装置工事事業者」と相談し、『水道メータ』
の撤去・返却を行ってください。
〇水道管の埋設状況確認について
　道路工事や不動産調査等に伴う配水管や給水管の埋設状況
確認は、電話やＦＡＸでは場所の誤認などの原因となります
ので、水道課窓口で受け付けています。なお、担当者が不在
の場合がありますので、事前に電話で日程調整のうえ、お越
しいただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。

　問合せ　水道課 工務係　☎２１－２１３０

問合せ　下水道課 建設係　  ☎２１－２１２９

１．雨水出水（内水）浸水想定区域とは
　水防法第１４条の２第２項の規定に基づき、想定し得る最大規模降雨により、公共下水道などの排水施設で
雨水が排除できなくなった場合に、浸水が想定される区域、想定される浸水の深さを公表するものです。
２．区域指定の目的
　雨水出水（内水）浸水想定区域図を公表・周知することで、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、浸
水被害の軽減を図ることを目的としています。
３．指定年月日・指定対象区域
指定年月日： 令和７年６月１日
指定対象区域：公共下水道全体計画区域　
浸水想定区域図は、町ホームページおよび下水道課窓口で閲覧できます。

水防法に基づく雨水出水（内水）浸水想定区域の公表
ホームページ
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令和６年度  財政状況の公表について

〇一般会計予算の執行状況（３月末現在）

区　　分 予算額 収入済額 収入率
町税 17 億 3,528 17 億 7,575 102.3
地方譲与税・各種交付金 7 億　650 7 億  650 100.0
地方交付税 40 億 5,227 40 億 5,227 100.0
分担金及び負担金 5億 5,751 5 億 5,679 99.9
使用料及び手数料 1億 6,035 1 億 4,681 91.6
国庫支出金 17 億 4,665 12 億 2,007 69.9
道支出金 7億 5,267 5 億 1,816 68.8
寄附金 15 億 5,699 15 億 5,697 100.0
繰入金 12 億 5,458 11 億 9,062 94.9
繰越金 3億 8,674 3 億 8,674 100.0
諸収入 2億 9,100 1 億 8,167 62.4
町債 5億 6,439 0 0
その他 1,144 1,148 100.4

合　　計 137 億 7,637 123 億  383 89.3

区　　分 予算額 支出済額 執行率
議会費 １億 2,735 1 億 2,079 94.9
総務費 43 億 7,815 37 億 1,305 84.8
民生費 24 億 8,400 22 億 7,296 91.5
衛生費 17 億 8,295 16 億 4,681 92.4
労働費 4,385 4,232 96.5
農林水産業費 3億 1,420 2 億 6,724 85.1
商工費 3億 5,657 1 億 9,323 54.2
土木費 22 億 8,381 15 億 9,897 70.0
消防費 5億 2,074 5 億 2,074 100.0
教育費 8億  763 7 億 2,029 89.2
公債費 6億 7,222 6 億 6,928 99.6
予備費 490 0 0.0

合　　計 137 億 7,637 117 億 6,568 85.4

区 分 土地（千㎡） 建物（千㎡）
行 政 財 産 4,478 117
普 通 財 産 383   1

計 4,861 118

株　　　　　券 800 万円
出　資　証　券 １億 18 万円

計 １億 818 万円

財政調整基金 7億 7,724 万円
減債基金 3億    5 万円
社会福祉施設等建設基金 9,901 万円
職員等退職手当負担金基金 5,411 万円
公共施設建設整備基金 2億 8,121 万円
教育施設建設整備基金 1億 2,498 万円
介護給付費準備基金 2億 6,998 万円
町営住宅敷金基金 1,233 万円
ふるさと応援寄附金基金 17 億 4,132 万円
その他の基金 2,763 万円

計 36 億 8,786 万円

〇一時借入金　　　４億円

　町では、年に２回（上・下半期）町の財政状況を
お知らせしています。
　今回は、令和７年３月末現在の予算の執行状況、
財産・町債・一時借入金の状況をお知らせします。

　なお、４月～５月末日までの２か月間は出納整理
期間として、前年度（令和６年度）の収入・支出が
可能なため、今回の執行済額等が最終決算額ではな
く、最終的な予算の執行の内容は、広報１２月号に
掲載する予定です。

※歳入・歳出ともに令和５年度からの繰越事業費（３億５,０６２万円）を含みます。

歳　入 歳　出（単位：万円・％）

総務・民生・衛生部門

・地域産業マリアージュ推進事業 2,022万円

・一般廃棄物最終処分場施設整備事業 3,100万円

・町営斎場建替事業 2,250万円

農林・水産・商工部門

・ガストロノミーツーリズム推進事業 6,235万円

・果樹加工施設整備事業 1,700万円

・中小企業金融対策事業 7,000万円

・道の駅再編整備事業 1億  95万円

土木部門　

・橋りょう補修整備事業 9,723万円

・ロータリ除雪車購入事業 6,450万円

・各公園環境整備事業 6,710万円

・余市運動公園野球場改修事業 1億 3,000万円

・各団地環境整備事業 4,426万円

教育部門

・史跡フゴッペ洞窟施設改修整備事業 400万円

・教職員住宅解体事業 490万円

〇令和６年度の主な事業予算 〇町有財産の状況

〇有価証券

〇基金（貯金）の残高

     〇町債（借金）の残高（一般会計）　　  ４４億  ８５０万円

（単位：万円・％）

（※年度途中の資金不足を補うための借入金であり、決算時に全額返済されます。）

〈2025. ⑦広報よいち　12〉



令和６年度 財政状況の公表について（３月末現在）

区　　分 予算額 収入済額 収入率

歳
　
　
　
入

国民健康保険税 3億 3,531 3 億 6,884 110.0 
一部負担金 1 0 0.0 
使用料及び手数料 40 11 27.5 
道支出金 16 億 5,077 14 億 8,958 90.2
繰入金 1億 9,430 1 億 9,430 100.0 
繰越金 5,413 5,413 100.0
諸収入 49 132 269.4 
国庫支出金 12 12 100.0 

合　　計 22 億 3,553 21 億  840 94.3 

区　　分 予算額 支出済額 執行率

歳
　
　
出

総務費 2,466 2,058 83.5 
保険給付費 16 億  426 14 億 9,498 93.2 
国民健康保険
事業費納付金 5億 7,500 5 億 7,500 100.0 

保健事業費 2,355 1,245 52.9 
公債費 100 0 0.0 
諸支出金 606 523 87.2 
予備費 100 0 0.0 

合　　計 22 億 3,553 21 億  824 94.3 

区　　分 予算額 収入済額 収入率

歳
　
　
　
入

保険料 3億 6,493 3 億 9,525 108.3
使用料及び手数料 2 3 150.0
国庫支出金 5億 9,367 6 億 3,062 106.2
支払基金交付金 5億 9,616 6 億 1,036 102.4
道支出金 3億 3,044 3 億 4,070 103.1
財産収入 16 16 100.0
繰入金 3億 9,423 3 億 9,216 99.5
繰越金 1億 1,559 1 億 1,559 100.0
諸収入 5 15 300.0

合　　計 23 億 9,525 24 億 8,502 103.7

区　　分 予算額 支出済額 執行率

歳
　
　
出

総務費 2,742 2,572 93.8
保険給付費 21 億 2,936 19 億 7,343 92.7
地域支援事業費 1億 2,246 1 億 1,351 92.7
諸支出金 4,642 1,536 33.1
基金積立金 6,839 6,839 100.0
公債費 20 0 0.0
予備費 100 0 0.0

合　　計 23 億 9,525 21 億 9,641 91.7

特 別 会 計

区　　分 予算額 収入済額 収入率

歳
　
　
　
入

後期高齢者
医療保険料 2億 5,968 2 億 5,968 100.0 

使用料及び手数料 2 2 100.0 
国庫支出金 74 0 0 
繰入金 1億 0,747 1 億 0,747 100.0 
繰越金 22 22 100.0 
諸収入 62 62 100.0 

合　　計 3億 6,875 3 億 6,801 99.8 

〇国民健康保険特別会計 （単位：万円・％）

〇後期高齢者医療特別会計（単位：万円・％）

〇介護保険特別会計 （単位：万円・％）

区　　分 予算額 支出済額 執行率

歳
　
　
出

総務費 284 281 98.9
後期高齢者医療
広域連合納付金 3億 6,529 3 億 2,601 89.2

諸支出金 61 61 100.0 
予備費 1 0 0.0 

合　　計 3億 6,875 3 億 2,943 89.3 

※資本的収支において収入が支出に対し不足する額は、前年度からの繰越金などで補てんしています。また、執行済額は収入・

　支出ともに消費税及び地方消費税を含んでおり、収益的収支においては、5,635 万円（税抜）の純損失を計上しています。

※収益的収入・支出とは、水道料金などの収入と施設の維持管理などのための経費です。

※資本的収入・支出とは、水道施設整備をするための経費と財源です。

※収益的支出の営業外費用には、現金支出を伴わない費用が含まれているため、執行率が１００％を超えています。

※資本的収入・支出ともに、令和５年度からの繰越予算を含んでいます。

区　　分 予算額 執行済額 執行率

支
　
　
　
　
出

収益的支出計 7億 4,443 7 億 2,982 98.0 
①営業費用 6億 7,023 6 億 5,605 97.9 
②営業外費用 7,310 7,315 100.1 
③特別損失 100 62 62.0 
④予備費 10 0 0 

資本的支出計 7億 3,898 7 億 3,416 99.3 
①建設改良費 4億 5,327 4 億 4,845 98.9 
②企業債償還金 2億 8,571 2 億 8,571 100.0 
総支出計 14 億 8,341 14 億 6,398 98.7 

企 業 会 計

区　　分 予算額 執行済額 執行率

収
　
　
　
　
入

収益的収入計 7億 1,415 7 億 1,350 99.9 
①営業収益 5億 8,895 5 億 9,020 100.2 
②営業外収益 1億 2,520 1 億 2,330 98.5 

資本的収入計 3億 9,054 3 億 9,050 100.0 
①出資金 1,569 1,569 100.0 
②国道補助金 2,256 2,255 100.0 
③工事負担金 89 286 321.3 
④企業債 3億 5,140 3 億 4,940 99.4 
総収入計 11 億 0,469 11 億 0,400 99.9 

〇水道事業会計 （単位：万円・％） （単位：万円・％）

（単位：万円・％）
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令和６年度 財政状況の公表について（３月末現在）

企 業 会 計

区　　分 予算額 執行済額 執行率

支
　
　
　
　
出

収益的支出計 8億 0,914 7 億 7,863 96.2 
①営業費用 7億 3,290 7 億 1,039 96.9 
②営業外費用 7,173 6,405 89.3 
③特別損失 441 419 95.0 
④予備費 10 0 0 

資本的支出計 22 億 8,781 22 億 8,727 100.0 
①建設改良費 16 億 8,789 16 億 8,735 100.0 
②企業債償還金 5億 9,992 5 億 9,992 100.0 
総支出計 30 億 9,695 30 億 6,590 99.0 

区　　分 予算額 執行済額 執行率

収
　
　
　
　
入

収益的収入計 8億 1,703 8 億 1,672 100.0 
①営業収益 2億 9,478 2 億 9,598 100.4 
②営業外収益 5億 2,225 5 億 2,074 99.7 

資本的収入計 21 億 1,012 21 億 1,012 100.0 
①他会計補助金 4,909 4,909 100.0 
②国道補助金 8億 5,211 8 億 5,211 100.0 
③負担金 5億 2,015 5 億 2,015 100.0 
④基金繰入金 7,607 7,607 100.0 
⑤企業債 6億 1,270 6 億 1,270 100.0 
総収入計 29 億 2,715 29 億 2,684 100.0 

〇下水道事業会計 （単位：万円・％） （単位：万円・％）

※資本的収支において収入が支出に対し不足する額は、前年度からの繰越金などで補てんしています。また、執行済額は収入・

　支出ともに消費税及び地方消費税を含んでおり、収益的収支においては、1,227 万円（税抜）の純利益を計上しています。

※収益的収入・支出とは、下水道使用料などの収入と施設の維持管理などのための経費です。

※資本的収入・支出とは、下水道施設の整備をするための経費と財源です。
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組 合 会 計

区　　分 予算額 収入済額 収入率

歳
　
　
　
入

分担金及び負担金 13 億 9,150 12 億 7,077 91.3
使用料及び手数料 8 31 387.5
国庫支出金 2,454 2,453 100.0
繰越金 1億 2,515 1 億 2,515 100.0
諸収入 605 1,953 322.8
組合債 800 800 100.0

合　　計 15 億 5,532 14 億 4,829 93.1

区　　分 予算額 支出済額 執行率

歳
　
　
出

議会費 50 29 58.0
総務費 1億 4,690 1 億 4,442 98.3
消防費 13 億 6,372 11 億 8,634 87.0
公債費 4,383 4,371 99.7
予備費 38 0 0.0

合　　計 15 億 5,533 13 億 7,476 88.4

区　　分 土地（千㎡） 建物（千㎡）
行政財産 2 7

〇北後志消防組合会計

（単位：万円・％）

〇消防組合の財産状況

〇北後志衛生施設組合会計

区　　分 予算額 収入済額 収入率

歳
　
　
　
入

分担金及び負担金 1 億 6,754 1 億 6,754 100.0
使用料及び手数料 1,023 977 95.5
繰越金 1,519 1,519 100.0
その他 56 65 116.1

合　　計 1億 9,352 1 億 9,315 99.8

区　　分 予算額 支出済額 執行率

歳
　
　
　
出

議会費 38 22 57.9
総務費 5,003 4,856 97.1
衛生センター費 1億 4,261 1 億 2,381 86.8
予備費 50 0 0.0

合　　計 1億 9,352 1 億 7,259 89.2

区　　分 土地（千㎡） 建物（千㎡）
行政財産 30 2
普通財産 1 　2　

〇施設組合の財産状況

区　　分 残高
ごみ処理施設等解体基金 4,947 万円

〇施設組合の基金残高

（単位：万円・％）
※令和６年度 下半期（１０月～３月）の
　予算の執行状況

※令和６年度 下半期（１０月～３月）の
　予算の執行状況



〇令和５年度 貸借対照表（令和６年３月３１日現在 )

令和５年度 貸借対照表の公表

※地方債（町の借金）の残高は、約 50 億 6,127 万円で、町民一人当りでは約 29 万 5,066 
　円となります。また、町民一人当りの資産は約 97 万 9,696 円となります。（人口は
　令和５年度末住民基本台帳人口（17,153 人）を用いて計算しています。）

　問合せ　財政課 財政係　☎２１－２１１４

　町の資産や債務を適切に把握し管理するために、統一的な基準に基づく令和５年度決算の財務諸表を作成し
ましたので、そのうち貸借対照表の概要についてお知らせします。
　貸借対照表は、町がどのような資産を保有しているのか、その資産がどのような財源で賄われているのかを
示す財務諸表です。詳細については、その他の財務諸表を含め、町のホームページ等でお知らせします。

〇補正予算の状況（第１１号）
　損害賠償請求事件にかかる訴訟費用として 25 万 3 千円を増額し、補正後の予算は 130 億 1,571 万 7 千円と
なりました。

令和６年度 一般会計補正予算の概要

・寄附に伴う基金への積立金　　 　…1億5,171万3千円
（ふるさと応援寄附金基金、社会福祉施設等建設基金）
・減債基金　　　　　　　　　　　　 …4,019万1千円
・職員等退職手当負担金基金　　　　……2,003万3千円
・公共施設建設整備基金　　　　　 …1億8,018万3千円
・教育施設建設整備基金　  　　　　　…3,509万2千円
・ふるさと納税取扱業務委託料　　 　　　…4,250万円

・訴訟弁護士委託料　　　　　 　　　…25万3千円
・介護保険特別会計繰出金　　　…減2,914万9千円
・国民健康保険特別会計繰出金  　…減545万8千円
・後期高齢者医療特別会計繰出金　…減517万1千円
・水道事業会計負担金　　　　　　　　…6万9千円
・下水道事業会計負担金　　  　　…減721万3千円

主な歳出の補正内容（第１１・１２号）

　問合せ　財政課 財政係　☎ ２１－２１１４
※今回掲載している令和６年度補正予算について、ホームページにて詳細を掲載しています。

　令和７年余市町議会第１回定例会および第４回臨時会において可決・承認されました令和６年度一般会計補
正予算（第１１・１２号）の概要をお知らせします。

〇補正予算の状況（第１２号）
　寄附に伴う基金への積立金のほか、今後の財政需要に備えての基金への積立金の補正計上、各種事業費確定
見込みによる減額と財源の組替計上、各特別会計の決算確定見込みに伴う繰出金等の精算など 4 億 1,003 万 1
千円を増額し、補正後の予算は 134 億 2,574 万 8 千円となりました。

各会計予算

借　方 貸　方

【資産の部】
１．固定資産
２．流動資産
　うち現金・預金

156 億 1,571 万円
 11 億 8,902 万円
　4億 6,246 万円

【負債の部】
１．固定負債
２．流動負債

【純資産の部】
１．純資産

 56 億 9,621 万円
  8 億 5,621 万円

102 億 5,231 万円

資産合計　   　168 億　 473 万円 負債・純資産合計 168 億　 473 万円 
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【資産の部】 　
１．固定資産：土地、建物
２．流動資産：現金、預金など
【負債の部】 
１．固定負債：地方債の残高など
２．流動負債：翌年度（令和６年
　　度）に支払われる償還金など
【純資産の部】
１．純資産：これまでに資産形成
　　に支払われた財源



【日本ワイナリーアワード２０２５】
　　　　　　　　町内ワイナリーが過去最多１１か所入賞！！

スマホ・パソコンの使い方相談会ｃａｆｅを開催！
　  　　　　（地域おこし協力隊 秋保隊員レポート）

　地域おこし協力隊として、ＩＴを活用した地域活性に取り組んでいるｈｉｒｏ隊員。主に“machi DAO（ま
ちだお）”というオンラインコミュニティを運営しています。
　その machi DAO 主催で、５月３１日（土）に「スマホ・パソコンの使い方相談会ｃａｆｅ」が余市テラスで
開催されました。
　４月に開催した第１回には約３０名が参加する盛況ぶりで、２回目の開催となった今回。相談会には８名が
参加し、スマートフォンやパソコンの基本操作、アプリの使い方、さらにはＡＩ（ＣｈａｔＧＰＴ）の活用法
まで、さまざまな質問が寄せられました。会場では、ｈｉｒｏ隊員をはじめ、
machi DAO のメンバーや現役大学生のスタッフが、訪れた皆さんと会話を交わ
しながら丁寧にサポートし、終始和やかな雰囲気に包まれていました。
　参加した町民の方からは「スマホやパソコンの使い方を気軽に相談できる場
があるのはありがたい。こういった機会が定期的にあると嬉しい。」といった
声も寄せられました。
　今後は、昨年も実施したビーチクリーンなどのイベントも計画中とのこと。
machi DAO のウェブサイトにて最新情報をご確認ください！

　問合せ　政策推進課 政策調整係　☎２１－２１１７
▲ 操作方法を教えるｈｉｒｏ隊員

machi DAO
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　高品質のワインを醸造する全国のワイナリーを、
ワイン評論家らが評価する（一社）日本ワイナリー
アワード協議会主催の【日本ワイナリーアワード
２０２５】で、過去最多となる町内１１か所のワイ
ナリーが入賞しました！
　「多くの銘柄で傑出した品質のワインを生み出し
ている」と評価された最高賞の「五つ星ワイナリー」
が１か所、四つ星を４か所受賞するなど、日本ワイ
ン業界において、余市町内のワイナリーが存在感を
増しています。
　入賞ワイナリーは右の表のとおりです。

　問合せ　政策推進課 政策調整係　☎２１－２１１７

評　価 ワイナリー
五つ星　★★★★★ ドメーヌ タカヒコ（登町）

四つ星　★★★★

ドメーヌ アツシ スズキ（登町）
ドメーヌ モン（登町）
キャメルファームワイナリー（登町）
モンガク谷ワイナリー（登町）

三つ星　★★★

リタファーム＆ワイナリー（登町）
登醸造（登町）
ドメーヌ ユイ（登町）
ランセッカ（登町）
山田堂（登町）
Misono Vineyard（美園町）

　今年も本運動が７月１日（火）から７月３１日（木）までの１か月間、全国一斉に行われます。
　青少年の健全育成を願って、余市町の関係団体の皆さんが集会に参加します。集会では、小・中・高生の標
語・作文の発表と表彰が行われます。
　余市町が犯罪や非行のない明るい社会になるよう願いを込めて、たくさんの方々の参加をお待ちしています。
　また、地域ごとの「ミニ集会」も例年どおり開催されますので、お誘い合わせのうえ、ご参加ください。
〇余市町住民集会
日　時：７月１６日（水）１５：３０　　場　所：中央公民館
〇地区別のミニ集会
　黒川地区・大川地区・沢町地区で開催されます。
　７月中に開催予定です。期日については後日区会を通して連絡します。

「社会を明るくする運動」余市町住民集会・ミニ集会のご案内

　問合せ　余市町青少年対策室　 ☎２３－５７４５
　　　　　＜悩みごとは早めにご相談を！＞
　　　　　青少年の相談　☎２３－５７４５　　こどもの悩み相談　☎２３－７７２２



※●は小学５年生以上、その他は小学生以上が対象です。おもしろ宇宙教室の参加には入館料はかかりません。
※申込みは、各教室の１か月前から電話で受付します。

７月のおもしろ宇宙教室 現在受付中

＜３Ｄシアター＞　定員：１００人　所要時間：１５分
上映番組：宇宙記念館オリジナル映像「２０４１年、宇宙エレベーター」

　　　　　　①９：０５　②１０：０５　③１１：０５　④１２：０５
　　　　　　⑤１３：０５　⑦１４：０５　⑦１５：０５　⑧１６：０５（最終上映）
＜プラネタリウム＞　定員：１４人　所要時間：２０分

上映番組：「今夜の星空」　①１０：３０　②１４：３０

上映案内

　日　　時：７月１９日（土）２０：００～２１：００
観測対象：夏の星雲・星団　集合場所：宇宙記念館正面入口

　申込み等：不要・現地集合・無料　※悪天候の場合は中止とします。

天体観望会

余市宇宙記念館からのお知らせ

　申込み・問合せ　余市宇宙記念館　☎２１－２２００

ホームページ

 ７月２６日（土）、２７日（日）
　余市町に住民登録がある方は５～１１月の第４土・日曜日に無料で入館できます。
　入館者の氏名・現住所（マイナンバーカードや郵便物など、町民であると証明できるもの）を受付
でご提示ください。
※町民の皆さんに毛利さんの功績や宇宙記念館の活動などを知っていただくことを目的に、この事業
　を企画しました。皆さんのご来館をお待ちしています。

町民無料開放ＤＡＹ

「月に挑戦する！」～その歴史と最前線を探る～　特別展を開催します

　１９７０年、万博当時の「宇宙への夢」を代表する月探査の歴史と、アメリカ新政権による現行計画
への影響や新型ロケット・宇宙船の開発状況、民間企業を含む日本の取り組みなど、日々進捗する月惑
星探査の最前線を紹介。
　小型月着陸実証機「ＳＬＩＭ（スリム）」の１／２モデルを展示するほか、変形型月面ロボット「Ｓ
ＯＲＡ－Ｑ（ソラキュー）」の実物大モデルの操縦体験もでき、遊びながら宇宙や月について知ること
ができます。

期間：７月１９日（土）～１０月５日（日）

教　室　名 日　時 内　容 定　員

ほしぞら教室
５日（土）
１１：３０～（３０分）

彗星について １０人

●ほしぞら教室
５日（土）
１３：３０～（３０分）

ブラックホールについて １０人

航空機教室
１２日（土）、１９日（土）
１４：００～（６０分）

１２日（土）　小型機、中型機、大型機について
１９日（土）　エンジンについて

各
１０人

気圧の教室
１２日（土）
１１：００～（６０分）

気圧について楽しく学ぶ １０人

水の教室
１９日（土）
１１：００～（６０分）

私たち生き物にとって大切な「水」について学ぶ １０人

永久磁石教室
２６日（土）
１１：００～（９０分）

コンパスを使って地磁気などについて学ぶ １０人

手作り望遠鏡教室
２６日（土）
１４：００～（１５０分）

オリジナル望遠鏡を作ってみよう ５人

夏休み自由研究教室
空気砲を作ろう !

２７日（日）
１４：００～（９０分）

ダンボールで空気砲を作り、空気の力を研究してみよう １０人

サイエンスショー
３０日（水）、３１日（木）
１３：３０～（３０分）

環境に優しい手作りスライムを作ってみよう
各

１０人

～７月の休館日～　

７日（月）、１４日（月）

２２日（火）、２８日（月）

第５７回 北海ソーラン祭り協賛 特別無料会館　７月５日（土）、６日（日）
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問合せ　子育て・健康推進課
　　　　☎２１－２１２２
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睡眠について
〇睡眠と生活習慣病の関係
　睡眠不足は、日中の眠気や疲労に加え、頭痛等の心身不調の増加、情緒不安定、注意力や判断力の低下に関
連する作業効率の低下等、多くの影響を及ぼします。
　不規則な食事や運動不足、ニコチン、アルコール過剰摂取等によって睡眠状態は悪化するため、これらの生
活習慣を改善することは良質な睡眠を保つことにも繋がります。また、睡眠不足を含め、様々な睡眠の問題が
慢性化すると、肥満や高血圧、糖尿病等の生活習慣病や心疾患、脳血管疾患の発症リスクの上昇や症状の悪化
に関連し、死亡率の上昇にも関与することが明らかとなっています。
　そのため、日常的に質（睡眠休養感）・量（睡眠時間）ともに十分な睡眠を確保することにより、心身の健
康を保持し、生活の質を高めていくことが大切になります。

慢性化すると・・・

〇快眠の秘訣
・よく眠るために必要な寝具の条件
１．快眠できる枕の高さを選ぶ
　あおむけでベッドやマットレス、敷き布団の表面から首の角度が約５
度の前傾で首の痛みや疲れが軽減されるという報告があります。頸部の
すき間の深さは人によって異なりますが、一般に１～６ｃｍ、この深さ
に合った高さの枕を選ぶと首や肩への負担が少なく眠りやすいと言われ
ています。

２．マットレス・敷布団は適度な硬さが良い
　正しい寝姿勢は、背骨の曲がり幅が立った状態の約半分、２～３ｃｍ
の時です。柔らかすぎると、背骨が曲がりすぎ、寝返りが多くなります。
また、硬すぎると、耐圧を感じやすく、寝心地が悪くなります。

※参考文献：健康づくりのための睡眠ガイド２０２３、e- ヘルスネット

〇

・不規則な食事
・運動不足
・ニコチン
・アルコール過飲

睡眠不足

・日中の眠気や疲労
・頭痛等の心身不調
の増加
・情緒不安定
・注意力低下

・肥満や高血圧、
２型糖尿病
・脳血管障害発症
リスク上昇や症状
悪化

×
・・よく眠るための生活習慣よく眠るための生活習慣
１．規則正しい生活をする規則正しい生活をする
　布団に入る時刻が毎日ばらばらであれば、快眠は得られません。また、就寝に近い時間の夕食や夜食は、消　布団に入る時刻が毎日ばらばらであれば、快眠は得られません。また、就寝に近い時間の夕食や夜食は、消
化活動が睡眠を妨げるのでできるだけ控えましょう。カフェインが含まれる飲食物は覚醒作用があるため、敏化活動が睡眠を妨げるのでできるだけ控えましょう。カフェインが含まれる飲食物は覚醒作用があるため、敏
感な人は就寝の５～６時間前から控えた方が良いでしょう。感な人は就寝の５～６時間前から控えた方が良いでしょう。
２．夕方あるいは夜の入浴夕方あるいは夜の入浴
　寝付きを良くするには、就寝の２～３時間前の入浴が理想と言われています。　寝付きを良くするには、就寝の２～３時間前の入浴が理想と言われています。
３．光で体内時計を整える光で体内時計を整える
　朝の光には後ろにずれる体内時計を早める作用があります。起きたらまずカーテン　朝の光には後ろにずれる体内時計を早める作用があります。起きたらまずカーテン
を開けて、自然の光を部屋の中に取り込むことが必要です。を開けて、自然の光を部屋の中に取り込むことが必要です。
４．睡眠の１時間前からスマートフォンやパソコンの使用を控える睡眠の１時間前からスマートフォンやパソコンの使用を控える
　就寝前にスマートフォン等の光刺激を受けると、体内時計を調整しているメラトニンというホルモンの分泌　就寝前にスマートフォン等の光刺激を受けると、体内時計を調整しているメラトニンというホルモンの分泌
が低下し、寝つきが悪い、朝起きられない等の症状を引き起こします。スマートフォン等を寝室に持ち込まなが低下し、寝つきが悪い、朝起きられない等の症状を引き起こします。スマートフォン等を寝室に持ち込まな
い、通知を切る、寝る直前に返信しない等の習慣化が大切です。い、通知を切る、寝る直前に返信しない等の習慣化が大切です。
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健康と暮らしの情報（７月号）
子育て情報

休日当番医

　問合せ　子育て・健康推進課　☎２１－２１２２

健康づくり情報

※休日当番医の診療時間は９：００～１７：００
※休日当番医は変更になることがありますので、
　確認してから受診してください。

当　番　日 医　療　機　関　名 電話番号

７月６日（日） 池田内科クリニック 23-8811

　１３日（日） 黒川町整形外科クリニック 22-2447

　２０日（日） 森内科胃腸科医院（仁木町） 32-3455

２１日（月） 田中内科医院 22-6125

　２７日（日） よいち整形外科クリニック 48-5000

８月３日（日） 脳神経外科よいち汐風クリニック 21-5566

１０日（日） わたなべ内科医院 22-3989

事　業　名 実　施　日 時　　　　間 会　　　　場 備　　　　考

健 康 相 談 １７日（木） 9：00 ～ 15：00 余市町役場
１１日（金）までに申込みが必
要です。

認 知 症 の 介 護 相 談 ２２日（火） 13：30 ～ 15：00 福祉センター入舟分館
（問合せ）社会福祉協議会内
　☎２２－３１５６

心 の 健 康 相 談 ２４日（木） 14：00 ～ 16：00 倶知安保健所
３日前までに申込みが必要です。
（問合せ）倶知安保健所
　☎０１３６ー２３－１９５７

事　業　名 対　象　者 実　施　日 時　　　　　間 会　　　　場

１歳６か月児健診 Ｒ５年１１月、１２月生まれ １０日（木） 受付 11：50 ～ 12：10 福祉センター本館

こ ど も 相 談
（発育・発達・栄養など）

申込みした方
※１１日（金）までに申込み
が必要です。

１７日（木） 9：00 ～ 15：00
余市町役場
※会場まで来られない
場合はご相談ください。

１ ０ か 月 児 健 診 Ｒ６年９月生まれ ２２日（火） 受付 12：10 ～ 12：25
福祉センター本館

４ か 月 児 健 診 Ｒ７年３月生まれ ２４日（木） 受付 12：10 ～ 12：25

事　業　名 実　施　日 時　　　間 会　　　場 備　　　考

無 料 法 律 相 談
（予約制）

７日（月） 13:30 ～ 14:30 福祉センター入舟分館
（問合せ）
社会福祉協議会　
　☎２２ー３１５６

１６日（水） 13:00 ～ 16:00 中央公民館 203 号室
※事前申込み必要
役場総務課
　☎２１ー２１１１

２２日（火） 15:00 ～ 17:00 余市商工会議所
※事前申込み必要
余市商工会議所
　☎２３ー２１１６

※ 福祉センター本館（富沢町５丁目）、福祉センター入舟分館（入舟町）、中央公民館（大川町４丁目）、
　 倶知安保健所余市支所（朝日町）、 余市商工会議所（黒川町３丁目）

その他の生活情報
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= 募集・お知らせ =

①一般曹候補生
応募資格：１８歳以上３３歳未満の者
受付期間：第２回試験
　  ７月１日（火）～９月２日（火）
試験日程：１次試験
９月１３日（土）～２１日（日）の
                      いずれか１日
試験内容：筆記試験（国語、数学、英
語、作文および適性検査）
②自衛官候補生
応募資格：１８歳以上３３歳未満の者
受付期間：第１回試験
  ７月１日（火）～８月１９日（火）
試験日程：１次試験
８月２８日（木）～３１日（日）の
                      いずれか１日
試験内容：筆記試験（国語、数学、地
理歴史、公民および作文、適性検査）、
口述試験、身体検査
その他：試験日等も急に変更になる場
合がありますのであらかじめご了承く
ださい。応募資格、受験手続き等につ
いては問合せください。
問合せ：自衛隊札幌地方協力本部
　　　　小樽地域事務所
　　　　☎０１３４ー２２ー５５２１

　各種自衛官募集

やさしく簡単にできる健康教室に参加
して、体を動かしてリフレッシュしま
せんか。　
①ボディコンディショニング
簡単な反復動作で、脚・背中・肩周り
など、全身の調子を整えます。アロマ
や健康情報も発信します。
日　時：７月９日・２３日（水）
　　　　１３：３０～１５：００
②こころと身体を整えるヨガ
初心者向けのやさしいヨガレッスン
で、リラックスした状態での呼吸から
の動きで心・身体のバランスを整えま
す。
日　時：７月３日・１０日・
　　　　　　　　１７日・２４日（木）
　　　　１５：００～１６：３０
定　員：①～②ともに各１０名
　　　　（先着順）
参加料（使用料含む）：
各１回　　　　　５００円（①、②）
２回セット　　　８００円（①）
４回セット　 １，８００円（②）
その他：
・体育館窓口または電話で申込み
・健康状態（発熱・高血圧等）により
　お断りする場合があります
・動きやすい服装、運動靴、タオル、
　飲み物は各自ご用意ください
・ヨガマットをお持ちの方はご持参く
　ださい
・参加料は、その都度徴収します
申込み・問合せ：
　　　　総合体育館☎２３－５２１０

総合体育館健康教室

北海道障害者職業能力開発校では、令
和７年度建築デザイン科１０月生を募
集しています。
願書受付期間：７月２５日（金）

～８月２５日（月）
選考試験日：９月４日（木）
試験内容：国語、数学、面接
問合せ：
最寄りの公共職業安定所（ハローワー
ク）、または電話で問合せください。
北海道障害者職業能力開発校
　　　　　　　（砂川市焼山６０番地）
　　　　☎０１２５－５２－２７７４

国立北海道障害者職業
能力開発校生の募集

ふれあい地域
マルシェ開催

子どもからお年寄りまで、障がいや病
気の有無等に関係なく、つながりを
もって安心して生活できる地域づくり
を目指し、北後志にある福祉事業所や
当事者団体、教育機関等が共同で出店
するマルシェを今年も開催します。心
を込めてつくった商品や生産物に出会
える機会でもあり、地域にある福祉
サービスについての情報提供も行いま
す。
町民の皆さん、ふらっとお立ち寄りく
ださい。お待ちしています！
日　時：７月１９日（土）
　　　　１１：００～１４：００
場　所：コミュニティ茶屋 necco
　　　　（入舟町４６２番地２）
内　容：７団体が参加予定
物販（季節の野菜、焼き物、コロッケ、
お菓子、コーヒーなどの飲物、多肉植
物、手芸や雑貨、イラストなどの創作
物）とお楽しみコーナー
その他：雨天決行
　　　　駐車場はお近くにある駐車場
　　　　をご利用ください。
問合せ：ＮＰＯ法人しりべし圏域総合
　　　　支援センター
　　　　（北後志地域自立支援協議会
　　　　就労支援部会　事務局）
　　　　　　　　　☎４８－５９００

カーランツの収穫体験

日　時：７月１２日（土）
　　　　１３：３０～１５：００
参加受付：当日現地１３：２０まで
場　所：農村活性化センター
　　　　（山田町５７７番地）
募集人数：５０名（先着順）
持ち物：袋
その他：雨天決行
※カーランツは、ジャムやシロップに
加工すると美味しくいただけます。
希望者にはレシピを配布します。
問合せ：農村活性化センター
　　　　　　　　　☎２３－５５６８

余市養護学校では、寄宿舎で生活する
児童生徒の夜間の生活を支援する寄宿
舎指導員（非常勤）の募集をしていま
す。
勤務時間：１９：００～翌日９：００
　　　　　　　　　　　（週１日程度）

寄宿舎指導員（非常勤）
　　　　　　　　募集

勤務日数：夜勤を伴う勤務３０日程度
任用期間：令和８年３月３１日まで
詳しくはホームページに掲載の募集案
内チラシをご覧ください。
問合せ：余市養護学校
　 ☎２３ー７８３１（担当：事務長）

余市警察署からの
　　　　　お知らせ

〇警察官募集中「北海道は私達が守る」
警察官の仕事には、交番勤務や犯罪捜
査、防犯活動、交通指導取締、災害救
助など様々な職種があります。皆さん
が持っている特技や個性を活かして、
活躍できる場がたくさんあります。　
まずは説明会やイベントに参加して、
『北海道警察』をもっと知ってみませ
んか？北海道警察では、ＷＥＢや対面
式など、様々な説明会やイベントを開
催しています。説明会については、北
海道警察ホームページや採用センター
のＳＮＳなどでいつでもご覧いただけ
ます。
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= 募集・お知らせ =

児童館行事案内

①アルバムカフェ
　　　　　～フォトコラージュ～
講師：babybus　すずき　あゆ　氏
日時：７月１０日（木）　
　　　１０：００～１１：００
持ち物：写真（３枚以上）
②パステルアート
絵はがき作成希望の方は、はがきを
ご持参ください。
（お子さん１人につき３枚まで）
日時：７月２９日（火）
　　　１０：００～１２：００
①・②　予約：２日（水）～
　　　　定員：１２名
③ぐんぐんの日
毎月１回身体測定ができます。
日時：７月８日（火）
　　　９：００～１２：００
　　　１３：００～１６：００
持ち物：母子手帳、バスタオル
④ぴよぴよ広場
親子で簡単な手遊び・ふれあい遊び
を楽しみませんか。
わらべうた「ちゅちゅこっこ」他
日時：７月１５日（火）
　　　１０：３０～１０：４５

 沢町児童館（☎２３－５６７３）

対象：概ね３歳までの児童と保護者
日時：毎週月～金曜日（祝日除く）
　　　９：３０～１６：００
※３１日（木）はお休み

 キッズルーム「あっぷる」
（☎４８－８８５０）

バドミントンの会
７月５日（土）１３：３０～
しゃぼん玉の会
７月１９日（土）１３：３０～

よいちニコニコ食堂
（こども食堂）

日　時：７月２６日（土）　
　　　　１２：００～
場　所：余市テラス
　　　　（黒川町１０丁目３番地２７）
対　象：子どもだけではなく、地域の
　　　　方どなたでも参加できます
内　容：ランチの提供
申込み：電話による事前申込み
食事代：高校生まで無料
　　　　大人３００円
問合せ：よいちニコニコ食堂
　　　☎０８０－３２３１－４７０２

保育所見学を行います。
日　時：７月８日（火）
　　　　９：００～１１：００
場　所・問合せ：
大川保育所
（大川町１２丁目３番地）　　　　　　
　　　　　　　　　☎２３－６０１５
中央保育所
（美園町４３番地３６）　　　　　　　
　　　　　　　　　☎２２－２１５９
ほうりゅうじ保育園
（沢町５丁目８０番地）
　　　　　　　　　☎２２－２４０１
※見学希望の方は、７月４日（金）ま
でに各保育所（園）に連絡してくださ
い。

「つどいの広場」
　　　　　　の実施

　余市消防署からの
　　　お知らせ　

告や避難指示などが出された場合には
早めに安全な場所へ避難しましょう。
自然災害による被害に遭わないために
は、災害に関する正しい知識を持ち、
早めの行動を心がけることが重要で
す。
＜非常持出品の一例＞
・懐中電灯（予備電池）、着替え、タ
オル、ライター、マッチ
・救急薬品、貴重品、非常用食料、水、
携帯ラジオ等
○海水浴について
毎年にぎわっている町内の海水浴場で
すが、全国でも毎年のように水難事故
が発生しています。子供から大人まで
たくさんの人が犠牲になっています。
十分に注意して楽しみましょう。万が
一水難事故に遭遇した場合は早急に
１１９番通報してください。
問合せ：余市消防署☎２３－３７１１

受験申込みは７月から始まります。警
察官になって私達と一緒に北海道を守
りましょう。
〇飲酒運転の根絶
道内で過去５年間に起きた飲酒事故を
分析すると、４割以上が土曜・日曜の
週末に起きていました。また、郊外よ
りも街中での事故が多く、全体の８割
以上を占めていました。
飲酒により運動機能や判断能力が低下
し、事故を起こしやすくなります。
お酒を飲む際は、事前に運転せずに済
む手段を確保し、絶対に飲酒運転をし
ないようにしましょう。

▲道警公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル
（飲酒運転は１１０番通報！）

〇テロ未然防止にご協力ください　
近年、我が国の社会情勢は大きく変化
しているほか、我が国を取り巻く国際
的な情勢も目まぐるしく変化している
中で、テロ情勢も依然として予断を許
さない状況にあります。
テロ対策は、警察による取組のみでは
十分ではなく、関係機関、民間事業者、
地域住民の皆さんと緊密に連携して推
進することが望まれます。
　「何か変だな」「いつもと違うな」と
感じたら「１１０番」！
問合せ：余市警察署☎２２－０１１０

○台風に対する備え
台風は時として非常に大きな災害をも
たらしますが、事前に台風の強さや進
路を予測し、気象情報として発表され
る体制が整っているため、被害を未然
に防ぎ、軽減することが可能です。
台風が近づく前に各家庭においては、
あらかじめ風で飛ばされそうな物は固
定するか家の中へ格納しておきましょ
う。また、避難する時に必要な非常持
出品をまとめておき、家の中で数日間
過ごすことができるよう水、食料を備
蓄しておくなどの備えを行うととも
に、普段から避難場所までの経路を
しっかり確認しておきましょう。
台風が近づく危険性が高まったら、常
に台風に関する情報に注意し、避難勧

広
報
よ
い
ち

告を出してみませんか？

じたいあんな事やこんな事

い話題を皆さんのもとへ

えっくしてね！

ちばんにお届けします

➡➡➡➡➡

➡



生 涯 学 習 だ よ り

問合せ 図書館 ☎２２ー６１４１
開 館 時 間　１０：００～１８：３０図書館のすてきな窓
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　７月は「ひらいてびっくり！仕掛け絵本の世界」を
開催中です。開くと物語の世界が飛び出す、しかけ絵
本。芸術性も高く、子どもだけでなく大人をも十分魅
了してきました。ページをめくるたびにワクワクドキ
ドキする、見れば見るほど奥が深い、しかけ絵本の世
界をお楽しみください。

今月の展示ケース

おはなしかい
　７月は、セミの声、スイカの甘いにおい、青空に広
がる入道雲、そんな夏のワンシーンが、絵本の中で皆
さんを待っています。はじめてさんも大歓迎です。
日　時：７月１２日・２６日（土）１１：００～
場　所：図書館１階おはなしコーナー

本のひろば　よみきかせ会
　公民館サークル「本のひろば」さんによる読み聞か
せ会です。毎週水曜日の１０：３０～、図書館 1階の
読み聞かせコーナーで開催しています。
今月の開催日：２日、９日、１６日、
　　　　　　　　　　　　　　２３日、３０日（水）

　木曜映画会は毎週木曜日、こどもえいがかいは第１・
第３土曜日で、どちらも１４：００からの上映です。
　入場料は無料。入退場は自由です。皆さん、どうぞ
お気軽にご来場ください。
　３日：ロープ（洋画）
１０日：はなちゃんのみそ汁（邦画）
１７日：天使にラブ・ソングを…（洋画）
２４日：永遠の０（邦画）

木曜映画会

　５日：劇場版ポケットモンスター
　　　　　　　　　　　　アルセウス超克の時空へ
１９日：アーヤと魔女

こどもえいがかい

動く図書館巡回
　動く図書館車が白岩・潮見・豊浜地区を巡回し、本
の貸出をします。
巡回日：７月９日（水）・８月１３日（水）
　巡回地区でご希望の方は図書館にご連絡ください。

寿大学「楽しい音読」
　５月１５日（木）、第２回目の学習講座を開催しました。
　講師に元図書館司書の中

なかむら

村由
ゆ み こ

美子さんをお迎えし、音
読に関する本の紹介や楽しさ・効果についてお話いただ
きました。さらに講師と一緒に早口言葉等を行い、楽し
く音読の効果を実感することができました。

寿大学・女性学級の皆さんへ
＜今月の学習内容＞
寿大学・女性学級合同　第４回学習講座

『健康づくり講話』
日　時：７月７日（月）　１３：３０～
場　所：中央公民館３０１号室
内　容：健康づくり講話
　　　　「血管を元気に！輝く明日へ！」
講　師：明治安田生命
　　　　ＭＹ学習講座チーフコンシェルジュ

女性学級「介護予防教室・ふまねっと」
　５月１９日（月）、第２回目の学習講座を開催しました。
　講師にふまねっと余市支部二

にかいどう

階堂会長およびサポー
ターの方々をお迎えし、５０センチ四方の網を踏まない
ように、ゆっくり歩くことから
はじまり、リズムを取り、手を
叩きながら歩くことにも挑戦し
ました。

避難所体験学習会
　中央公民館では、災害時を想定した避難所での体験や、
各個人・家庭でできる災害時に役立つ実践講座など、 防
災について学習する「避難所体験学習会」を開催します。
日　時：８月２１日（木）１０：００～１２：００
会　場：中央公民館　３階 
内　容：避難所体験会（段ボールによる寝床作り等）、　
　　　　各個人・家庭でできる災害時に役立つ講座等 
講　師：余市町総務課職員
参加対象：町内に在住されている小学４年生以上
定　員：２０名（先着順）
申込方法：７月７日（月）～８月８日（金）までに中央
　　　　　公民館窓口または電話で申込みください。
　　　　　※小学生・中学生の方は、すでに配布済みの
　　　　　　申込書にて申込みください。

今月の休館日 ・毎週月曜日
・７月１日（火）、３１日（木）※図書整理日

ホームページ



〈2025. ⑦広報よいち　23〉

☀☁☀余市町でおこったこんな話☁☂☁

　昭和５１（１９７６）年の春、『余市文芸』創刊号
が創刊されました。Ａ５版、１０８ページのボリュー
ムで、発行編集人は余市郷土研究会「余市文芸」発刊
部で、印刷は余市商工社さんとなっています。
　巻末の「あとがき」には、この文芸誌の刊行を担っ
た発刊部から、「余市郷土研究会は昭和七年創立以
来、郷土の文化財の発見保存に地道に活動を続け、こ
の間発刊物も二十種余り出版して来ましたが、さらに
一歩進めて、この世代に生きる町在住者の方々の作品
をも含めて“余市文芸”として、より多くの人々に親
しんでいただくこととなり」とあり、あわせて小

こ づ か

柄町
長（当時）への謝辞が述べられています。
　創刊時には別冊で「風土記　運上家とその周辺」も
刊行され、モイレ山の余市側に面する断崖が、シカ猟
の際にアイヌ民族がそこに追い詰めて捕獲した場所と
伝わっていること（「モイレとその往来」）、また崖
下には「岩清水」があって、数年前（昭和４０年代
か）まではカムイワッカ（神の水）として、お正月の
若水に利用されていたことが紹介されています。その
他にも「ヨイチの運上家」、「建物と重文としての指
定と復元」、「林家　古文書の記録」など、『余市文
芸』が刊行された昭和５１年からはじまった運上家の
復元工事を盛り上げようとする気運が感じられます。
　創刊号の本篇目次には、越後谷悦さんの「思い出の
坂道」、北見恂吉さんの「『海鳴』第百九十号に念う
（おもう）」、久保武夫さんの「余市湾の古い地名」
が並び、随筆や詩、短歌が続きます。
　久保武夫さんの地名考は、松

まつうら

浦武
たけしろう

四郎などの著作を
引用しながら、モイレ、ハルトル（役場前の切通しの
西側）、オタノシケ（浜中町付近）、ヌプパオマナイ
（沢町の平地一帯）、ヤマシ（ヤマウス、港町付近）
などのアイヌ語地名についての解釈を試みています。
　その他、詩は余市高校の２年生３名を含む６名が、
短歌は１７名の作品が寄せられています。
　大川町にお住いの方の短歌、「茂入山の四季」はご
本人が日々眺めていた桜や紅葉で彩られた茂入山の景

色を詠んでいます。別の方の「白岩の月」は、車を運
転して余市に向かっていた初秋の夜、崖の上に見え
た、きれいな月の景色を詠んでいます。
 『余市文芸』創刊の３０年ほど前、昭和２１
（１９４６）年７月に文芸誌「渚」が発刊されまし
た。「戦後の荒廃した精神に、少しでもうるおいを
と、当時沢町小学校の教師だった吉川尚志さんが、
「月給すべてをつぎこみ、創刑号発刊にこぎつけた」
そうです。
　また昭和２５（１９５０）年１月には短歌の月刊誌
「落葉松」が発刊され、「余市ほどの町に、歌の雑誌
一つ位はどうしてもあってほしいという思ひが誰の胸
にもあって」というのが刊行の理由だったと、同誌刊
行の中心人物だった北見恂吉さんが述べています。
　この他にも町内で編まれていた文芸誌は「よい
ち」、俳誌では「緋衣」がありました。
 「こんな話」その３１で紹介した『月刊郷土誌よ
いち』（余市文化連盟）が刊行されたのは昭和２８
（１９５３）年のことでした。明治から昭和まで地域
のさまざまな人たちが詩や短歌、俳句、随筆、小説な
どを創作し、句額をお寺や神社に奉納したり、発表す
る場を求めて文芸誌を刊行してきたのは、町の文化力
が高いことの現れでした。
 『余市文芸』創刊号の巻末には、余市町文化団体・
サークル名簿があって、そこには日本舞踊、美術、太
鼓、民謡、詩吟、バレエ、俳句、短歌、写真と、文芸
にとどまらず、様々な文化団体が活動していたことが
わかります。

　余市町の埋もれた歴史等を紹介し、改めて余市町を再認識するコーナーです。

～ そ の251～ 『 余 市 文 芸 』

　土から作られたベンガラ染料を使い、「板締め絞り」という技法で
オリジナルの手ぬぐいを製作します。
日　時：７月２７日（日）　１０：３０～１１：３０
場　所：中央公民館　２０５調理室
定　員：２０名　
参加料：無料
申込期間：７月８日（火）～７月１８日（金）
申込み・問合せ：余市水産博物館　☎２２－６１８７　※月曜日は休館日

〇モイレカレッジ「ベンガラ泥染めでオリジナル手ぬぐいづくり」を開催します！！

博 物 館 文 化 財 ニ ュ ー ス 開館時間　９：００～１６：３０
問合せ　博物館　☎２２－６１８７

▲ 余市文芸創刊号（右）と別冊特集
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よ い ち の 人 口
令和７年５月３１日現在

人　口　 16,862 人 　（－　 2）
男　性 　 7,841 人 　（－　 3）
女　性　　9,021 人 　（＋　 1）
世帯数　　9,510 世帯（＋　17）

転　入　  71 人
転　出　  51 人
出　生　   2 人
死　亡　  25 人
その他　　 1 人

●●異動の内訳●●

※カッコ（  ）内の数字は前月比
令和２年国勢調査（確定値）

　人　口　18,000 人　世帯数　8,283 世帯　

〇町営斎場建替建設用地として
・本間　學

土地
〇沢町児童館用備品として
・余市町沢町児童館 母親クラブ 会長 星野　まどか
　モルック一式、カーペット×２
　来客用スリッパ×１０、トイレ用スリッパ×４
　卓球用ネットセット　　（４０，０００円相当）
〇余市町老人福祉センター備品として
・株式会社　平塚三郎商店　社長　平塚　和則
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エアコン
〇余市町まち・ひと・しごと創生推進プロジェクト
　応援寄附金として
・日本テクニカルマネジメント株式会社
　代表取締役　藤井　武親
〇町内小学校の児童（３年生）へ寄附
・有限会社大野測量　代表取締役　大野　浩史
　定規・コンパス１００セット
　　　　　　　　　　　　（８４，７００円相当）
（敬称略、金額や氏名など寄附者の希望により掲載
をしない場合があります。）

　問合せ　税務課 納税係　☎２１－２１１６

夜間納税相談窓口をご利用ください

５月に、固定資産税・都市計画税と軽自動車税種別
割、６月に町道民税（普通徴収）の納税通知書をお送
りしました。
　納付や連絡がないまま放置されますと、税の公平性
を確保するため、法律（地方税法等）に基づき滞納処
分（預金、給与、不動産等の差押等）となる場合があ
りますので、今一度お手元の納付書の納期限を確認
し、早急な納付をお願いします。

町税の納付はお済みでしょうか？

日時：７月１８日（金）
　　　１７：３０～１９：００
場所：役場１階税務課窓口
※事前予約制

納税にお困りの方へ
町税は納期限までに納付することになっています

が、病気や収入の減少等の事情がある場合には、分割
による納付など、個々の実情に応じた納税相談を受け
ています。
　納税にお困りの方は一人で悩まずに、
税務課納税係へご相談ください。

７月２５日（金）

納期限
固定資産税　　　　２期
国民健康保険税　　１期

～今月の税～

ご寄附に感謝 【税務課からのお知らせ】

■ 広報よいち（№８９１）令和７年７月１日発行　発行 / 余市町　編集 / 政策推進課
　　　　　　　　　　　　〒 046-8546　余市郡余市町朝日町 26 番地　☎（0135）21 － 2111 ㈹　FAX（0135）21 － 2144
　　　　　　　　　　　　メール：kouhou ＠ town.yoichi.hokkaido.jp　ＵＲＬ：https://www.town.yoichi.hokkaido.jp/

問合せ　総務課 人事厚生係　  ☎２１－２１１１

令和８年度 後志町村職員
      　　　       採用資格試験

　後志町村職員の「一般事務職」の採用資格試験です。

初級試験 上級試験

受験
資格

平成１６年４月２日～
平成２０年４月１日に

生まれた者

昭和６０年４月２日～
平成１６年４月１日に

生まれた者
試験
日時

９月２１日（日）
（８：３０までに着席）

９月７日（日）
（８：３０までに着席）

試験
会場

ホテル第一会館
（倶知安町南３条西２丁目）

受付
期間

７月１日（火）～
８月５日（火） ７月２３日（水）まで

※郵送の場合は各受付期間最終日までの消印
　のあるものに限り受付けます。

　町民の皆さんの「広報よいち」に対す
る思いをこれからの広報誌づくりに役立
てたいと考えています。
募集方法：右の二次元コードから受付

「広報よいち」に関する
　　　　　ご意見・ご感想を募集

　問合せ　政策推進課 広報統計係  ☎２１－２１１７


